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¥ ♥ 子育て・福祉 暮らし年金・祝金・補助金

平成 29年成人式実行委員募集

開催日　平成29年１月３日(火)
場所　　曽於市末吉総合センター（予定）
実行委員対象者　平成８年４月２日から平成９年４月１日生まれの方
申込期限　平成 28年８月 19日（金）
※応募は曽於市ホームページからも受け付けています
※実行委員へお申し込みいただいた方は、第１回成人式実行委員会を
　８月 22日（月）午後７時から末吉中央公民館で開催する予定です。
※成人式の案内につきましては、対象者に 10月に郵送します。 平成 28年の成人式実行委員

教育委員会　社会教育課　☎ 099-482-5958お問い
合わせ先

成人式を自分たちで盛り上げてみませんか？

計量器の定期検査について
はかりの検査を受けましょう

食料品店や宅配便取扱店、薬局などで商取引に使うはかり、また病院や学校、介護施設などで体重測定に
使うはかりは、2年に 1回、県が行う定期検査を受けることが法律で義務づけられています。
下記のとおり定期検査が実施されます。対象となるはかりを持っている方は、必ず定期検査を受けましょう。
※道の駅などに出品する品物に重さを明記している方は、個人でも検査の対象になります。
※検査を希望する方は事前に申請が必要です。詳しくは、商工観光課商工ブランド推進係へお問い
　合わせください。

■定期検査の日程
　８月 31 日（水）　13：00 ～ 16：00　岩川地区農業構造改善センター
　９月  １日（木）　  9：30 ～ 11：30　財部北地区生活改善センター
　　　　　　　　　13：00 ～ 16：30　財部中央公民館
　９月  ２日（金）　  9：00 ～ 14：30　市役所本庁北側車庫　

はかりの種類 ひょう量 金　額

電気式はかり

（電気抵抗線式はかり、電磁式はかり、光電式はかり、
  誘電式はかり）

100㎏ 1,400 円
250㎏ 1,800 円
500㎏ 2,200 円
１ｔ 3,100 円
２ｔ 3,700 円

棒はかり、ばね式指示はかり　※直線目盛に限る １台あたり 250 円

その他のはかり

（手動天びん、等比皿手動はかり、不等比皿手動はかり、台手動
  はかり、ばね式指示はかり、手動指示兼用はかり　など）

100㎏ 500 円
250㎏ 900 円
500㎏ 1,500 円
１ｔ 2,100 円
２ｔ 3,700 円

分銅、おもり １個あたり 10 円

商工観光課　商工ブランド推進係　☎ 0986-76-8282お問い
合わせ先

その計量器で
計れる最大の
重さ

ひょう量とは
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児
童
扶
養
手
当
は
、
父
ま
た
は
母
と

生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
が
養

育
さ
れ
て
い
る
家
庭
の
生
活
の
安
定
と

自
立
を
助
け
る
た
め
に
、
児
童
の
母
ま

た
は
父
や
、
父
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
支
給
さ
れ

ま
す
。
父
母
が
い
て
も
重
度
の
障
害

が
あ
る
場
合
に
は
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
手
当
は
審
査
後
、
認
定
請
求
し

た
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
該
当
条
件

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
害
の
状
態

　

に
あ
る
児
童

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
不
明
で
あ
る
児
童

⑤
父
ま
た
は
母
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ

　

て
い
る
児
童

⑥
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ
Ｖ

　

保
護
命
令
を
受
け
た
児
童

⑦
父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ

　

て
い
る
児
童

⑧
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た
児
童

⑨
そ
の
他
（
棄
児
な
ど
）

　

な
お
、
児
童
と
は
18
歳
に
達
す
る
日

以
降
、
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
者
を

い
い
ま
す
。

　

ま
た
、
心
身
に
お
お
む
ね
中
度
以
上

の
障
害
が
あ
る
場
合
に
は
、
20
歳
未
満

ま
で
手
当
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
場
合

①
対
象
児
童
や
手
当
を
受
け
よ
う
と
す

　

る
父
母
ま
た
は
養
育
者
が
、
労
働
基

　

準
法
に
基
づ
く
遺
族
補
償
を
受
け
る

　

こ
と
が
で
き
る
と
き

②
児
童
が
里
親
に
委
託
さ
れ
た
り
、
児

　

童
福
祉
施
設
等
（
通
園
施
設
は
除
く
）

　

に
入
所
し
て
い
る
と
き

③
父
ま
た
は
母
が
婚
姻
し
て
い
る
と
き   

（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
く
て
も
、

　

事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に

　

あ
る
場
合
を
含
む
）

④
受
給
者
、
扶
養
義
務
者
の
所
得
額
が

　

一
定
以
上
の
金
額
を
超
え
た
と
き

児
童
扶
養
手
当
の
額

　

平
成
28
年
８
月
か
ら
「
児
童
扶
養
手
当

法
」
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
児
童
扶
養
手

当
の
第
２
子
の
加
算
額
お
よ
び
第
３
子
以

降
の
加
算
額
が
変
更
さ
れ
ま
す
。
手
当
額

月
額
が
左
表
と
な
り
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
の
支
払
日

①
８
月
11
日
（
４
月
〜
７
月
分
）

②
12
月
11
日
（
８
月
〜
11
月
分
）

③
４
月
11
日
（
12
月
〜
３
月
分
）

※
た
だ
し
、
支
払
日
が
土
・
日
曜
日
、
祝

　

日
の
場
合
は
、
そ
の
日
の
直
前
の
平
日

　

と
な
り
ま
す
。

生活の安定と自立を助けるために手当が支給されます

児童扶養手当について¥

平成 28 年４月～ 平成 28 年８月～

本
体
額

全部
支給 42,330 円

同左一部
支給

42,320 円～
9,990 円

第
２
子

加
算
額

全部
支給 5,000 円

10,000 円

一部
支給

9,990 円～
5,000 円 

第
３
子

 

以
降
加
算
額

全部
支給 3,000 円

6,000 円

一部
支給

5,990 円～
3,000 円※１人

　につき

※平成 28年 12月期支払分から変更になります。

現　況　届

受給者全員が今年は８月１日から８月 31 日ま
での間に提出します。なお、２年間提出しない
と受給資格がなくなります。
※対象者の方には、８月初めに案内通知を郵送
　する予定です。

資格喪失届 受給資格がなくなったとき。

額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき。

証書亡失届 手当証書をなくしたとき。

その他の届出 氏名・住所・振込口座・印鑑の変更、受給者が
死亡したときなど

■各種届出一覧表

財部支所　福祉事務所　☎ 0986-72-0936　　本庁　介護福祉課　☎ 0986-76-8807
大隅支所　保健福祉課　☎ 099-482-5925

お問い
合わせ先
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特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
20
歳
未
満
で
身

体
や
精
神
に
重
度
ま
た
は
中
度
以
上
の
障
害

の
あ
る
児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
も
し
く
は

母
、
ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
方
な
ど
に
対
し
て
支
給
さ
れ

る
手
当
で
す
。

手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
場
合

① 

児
童
や
父
、
母
、
養
育
者
が
日
本
国
内
に

住
ん
で
い
な
い
と
き

② 

児
童
が
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的
年

金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
（
児

童
扶
養
手
当
、
児
童
手
当
、
障
害
児
福
祉

手
当
は
年
金
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
併

給
で
き
ま
す
）

③ 

児
童
が
児
童
福
祉
施
設
等
（
保
育
所
、
通

所
施
設
、
障
害
児
入
所
施
設
へ
の
親
子
入

所
を
除
く
）
に
入
所
し
て
い
る
と
き

④ 

受
給
者
、
配
偶
者
、
扶
養
義
務
者
の
所
得

額
が
一
定
以
上
の
金
額
を
超
え
た
と
き

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
額

　

１
級
（
重
度
障
害
児
）

　
　

月
額　

５
万
１
５
０
０
円

　

２
級
（
中
度
障
害
児
）

　
　

月
額　

３
万
４
３
０
０
円

※ 

こ
の
額
は
児
童
１
人
あ
た
り
で
す
。
障
害

等
級
表
に
基
づ
き
、
１
級
、
２
級
が
決
定

し
ま
す
。

添
付
書
類

①
請
求
者
と
対
象
児
童
の
戸
籍
謄
本（
抄
本
）

②
世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

③
診
断
書
（
用
紙
は
市
役
所
に
あ
り
ま
す
）

※ 

身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳
を
お
持
ち

の
方
は
、
診
断
書
の
提
出
が
省
略
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。

④ 

そ
の
他
の
各
種
届
出
に
応
じ
て
必
用
な
書

類
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
払
日

　

手
当
は
審
査
後
、
認
定
請
求
し
た
月
の
翌

月
分
か
ら
支
給
さ
れ
、
年
３
回
、
受
給
者
本

人
の
口
座
へ
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

　

①
８
月
11
日
（
４
月
〜
７
月
分
）

　

②
11
月
11
日
（
８
月
〜
11
月
分
）

　

③
４
月
11
日
（
12
月
〜
３
月
分
）　

※
た
だ
し
、
支
払
日
が
土
・
日
、
祝
日
の
場

　

合
は
繰
り
上
げ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

所得状況届

受給者全員が毎年８月 12 日か
ら９月 11 日までの間に提出し
ます。なお、２年間提出しない
と受給資格がなくなることがあ
ります。
※ 対象者の方には、8月初めに
案内通知を郵送する予定です。

対象児童にかかる
有期再認定請求書

原則として２年に１回、３月・７月・
11 月のうち定められた時期に、診断
書を提出し、引き続き手当が受けられ
るかどうか再認定を受けなければなり
ません。（支給停止中の方も必要です。
ご注意ください）

額改定届・請求書
障害の程度が変わった時や対象
児童に増減があったとき

証書亡失届 手当証書をなくしたとき

資格喪失届 受給資格がなくなったとき その他の届出
氏名・住所・振込口座・印鑑の変更・
受給者が死亡したときなど

■各種届出一覧表

中度以上の障害のある児童を監護している方へ手当を支給します

特別児童扶養手当について¥

財部支所　福祉事務所　☎ 0986-72-0936　　本庁　介護福祉課　☎ 0986-76-8807
大隅支所　保健福祉課　☎ 099-482-5925

お問い
合わせ先

厚生労働省

特別児童扶養手当証書
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「曽於市農業振興地域整備計画」の見直しについて
優良な農地の保全や有効利用にご協力をお願いします

　本計画は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、優良な農地の保全や、農地の有効利用等、
農業振興のための施策を計画的に実施するために策定するものです。
　おおむね５年ごとに計画を見直すこととされており、平成 27年度から平成 29年度にかけて整
備計画の全体見直しを進めています。
　本計画は、市全体の事業計画および個人ごとの建築物の建設計画等を踏まえて策定する必要があ
りますので、以下に該当する方は、市役所窓口にて手続きを行ってください。
◆農業振興地域整備計画変更（農用地利用計画変更個別見直し）の申出受付の停止について
　全体見直し作業は、関係機関との協議などに多くの時間と手続を要することから、以下の期間は
申出受付を停止します。
申出受付停止期間：平成 29 年７月から平成 30 年の３月末（予定）まで
※申出受付停止期間は進捗状況で前後します。あらかじめご了承ください。

　そのため、平成 29年度に農振農用地区域内の土地を農地以外の目的（住宅の建設等）に利用し
ようとする場合は早期に計画を進め、平成 29年６月末までに手続を済ませてください。
必要書類等：農用地利用計画変更申出書一式（市役所窓口にて配布）
◆農振農用地からの除外・農用地区域内への編入意向調査について
　平成 30年度から５年以内に具体的な住宅等の建設予定がある方や、農地を農振農用地に編入し
たい意向がある方は、調査票を提出してください。
　なお、除外および編入については、関係法令および関係機関との審査・協議により決定します。
皆さんからいただいたご要望全てに沿えるものではありません。
　（１）必要書類の提出期限：平成 28 年９月 30 日 ( 金 )
　（２）必要書類：「農用地区域内からの除外・農用地区域内への編入意向調査票」
　（３）必要書類の配布方法：タウンプラス（郵送）
　（４）その他留意事項：窓口にて別途書類の提出をお願いする場合があります。

◆農振制度について　～農振制度について少しだけ説明します～
【農業振興地域制度とは】　
農業の健全な発展を図るため、県が農業振興地域を指定し、市が農業振興整備計画の中で、今後農業用に積
極的に活用する区域「農用地区域」と「農用地区域外」に区分します。「農用地区域」に設定された場合、非
農業的土地利用が制限され、原則として農地転用ができません。
【農用地区域の除外について】　
農用地区域内の農地を農地以外の用途で利用するため、市の農業振興地域整備計画を変更するには、その土
地を農用地区域から除外する申出を行う必要があります。市では事業者からの申出に基づいて内容を審査し
た上で、関係機関などから意見を聴取し、農振計画の変更内容を縦覧公告 ( 縦覧期間 15日、異議申立て期間
15日 ) を経て、県知事の同意が得られれば、農振計画を変更する決定公告することができます。
【農振除外できる 5要件】　
農振除外は、次の５つの要件を全て満たす場合に認められます。
①その開発案件が、十分な緊急性、必要性、公共性があり、その農地以外に代替する土地がないこと。また、
他法令 ( 農地法等 ) の許可見込みがあること。②農地の集団化や農作業の効率化に支障をおよぼす恐れがない
こと。③担い手等の農用地の利用集積に支障をおよぼす恐れがないこと。④周囲の農用地の保全や施設の機
能に支障をおよぼすおそれがないこと⑤土地改良事業が完了した翌年度から８年が経過していること。

本庁　農林振興課　☎ 0986-76-8808　　大隅支所　産業振興課　☎ 099-482-5950
財部支所　産業振興課　☎ 0986-72-0938

お問い
合わせ先
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曽於市では、少子化対策の一環として第３子以降に生まれたお子さんに対して、
１人あたり 10万円の祝金を支給します。

第３子以降に 10万円の祝金を支給します
第３子出産祝金のお知らせ¥

末吉

大隅

財部 受
給
資
格

　

曽
於
市
の
住
民
で
出
産
後
３
カ
月
以
上
、
曽
於
市
に

生
活
の
根
拠
を
置
い
て
い
る
方

申
請
書

　

本
庁
・
各
支
所
に
申
請
書
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
要

事
項
を
ご
記
入
の
う
え
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
請
し
て
か
ら
支
給
ま
で
は
約
３
カ
月
間
か

か
り
ま
す
。

※ 
写
真
は
6
月
22
日
に
本
庁
・
各
支
所
で
行
わ
れ
た
支

給
式
の
様
子
で
す
。

財部　福祉事務所　☎ 0986-72-0936
本庁　介護福祉課　☎ 0986-76-8807
大隅　保健福祉課　☎ 099-482-5925

お問い
合わせ先

鹿
児
島
弁
の
す
ば
ら
し
さ
、
温
か
さ

お
も
し
ろ
さ
を
楽
し
く
学
び
な
が
ら

次
世
代
へ
継
承
し
て
い
く
こ
と
を
目

的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
鹿
児
島
弁

を
多
く
の
方
と
楽
し
く
語
り
合
う
た

め
会
員
を
募
集
し
ま
す
。

実
施
日　

毎
月
第
２
土
曜
日

時
間

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分

場
所　

末
吉
中
央
公
民
館

会
費　

１
回
２
０
０
円

※
テ
キ
ス
ト
代
等
が
別
途
必
要
で
す
。　

　
　

問
い
合
わ
せ
先

鹿
児
島
弁
検
定
委
員
会  

大
隅
支
部

胡
摩
ヶ
野

☎
０
８
０-

６
４
３
２-

３
４
７
５

期
日　

平
成
28
年
８
月
26
日

時
間　

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時

場
所　

お
お
す
み
健
康
ふ
れ
あ
い
館

※
弥
五
郎
伝
説
の
里
内

対
象
者

網
膜
色
素
変
性
症
で
療
養
中
の

患
者
、
家
族
、
関
係
者

内
容

患
者
家
族
交
流
会

申
込
先

志
布
志
保
健
所

☎
０
９
９-

４
７
２-

１
０
２
１

網
膜
色
素
変
性
疾
患
者

家
族
交
流
会

鹿
児
島
弁
（
べ
ぶ
ん
こ
会
）

会
員
募
集

期
日　

平
成
28
年
８
月
10
日
（
水
）

時
間　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分

場
所　

そ
お
生
き
い
き
健
康
セ
ン
タ
ー

参
加
費　

無
料

活
動
発
表　

午
前
９
時
40
分
〜

▽
つ
い
や
ま
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

▽
か
た
い
も
ん
そ

▽
や
ご
ろ
う
Ａ

講
演　

午
前
10
時
15
分
〜

▽
講
師　

深
川
真
里
さ
ん

▽
演
題
「
笑
い
は
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ

　
　
　
　

の
元
気
処
方
せ
ん
」

そ
の
他
催
し　

午
前
11
時
〜

▽
マ
シ
ー
ン
体
験　

▽
体
力
測
定

▽
皆
来
館
見
学　

※
バ
ス
見
学

▽
福
祉
用
具
展
示
・
体
験

▽
そ
お
星
人
と
写
真
撮
影

▽
地
域
福
祉
（
サ
ロ
ン
）
活
動
紹
介

▽
加
工
品
販
売

▽
栄
養
・
歯
科
・
医
療
等
相
談　

な
ど

申
込
方
法

左
記
の
担
当
課
窓
口
ま
た
は
電
話
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
先

介
護
福
祉
課　

☎
０
９
８
６-

７
６-

８
８
０
７

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー　

☎
０
９
８
６-

７
６-

８
８
２
４

保　

健　

課　

☎
０
９
８
６-

７
６-

８
８
０
６

大
隅
支
所
保
健
福
祉
課　

☎
０
９
９-

４
８
２-

５
９
２
５

財
部
支
所
保
健
福
祉
課　

☎
０
９
８
６-

７
２-

０
９
３
５

「
そ
お
・
元
気
が
出
る
集
い
」
開
催


